
中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会座席表  
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平成21年9月30日（水）  

於 全国都市会館  

議 題  

○ 周産期・救急等について  

○ 社会直療診療行為別調査について  

○ その他   

原生労㈲省  

厚生労働省  

厚生労働省  

関係者欄・8比谷クラブ  

日比谷クラブ  

日比谷クラブ  

一 般 債 聴 席  

一般債聴席・厚生労働妃者席  

厚生労伽肥着席  



中医協 診一1－1  

2 1． 9． 3 0  

4 周産期母子医療センターにおける受け入れ体制の強化については、   
NICUの空床確保のために後方病床を確保することや、妊産婦や新生   

児の搬送体制を充実させることにより地域の産科医療機関との連携   

を強化し役割分担を進めること等が課題となっている（参考資料P   

12～15）。   

5 正常妊娠や正常分娩については、疾病に対する治療ではないこと   

から、療養の絵付の対象と・していないが、妊婦健診等の通常の母子   

保健対策とともに、出産一時金が支給される（参考資料P19，20）。   

第3 現行の診療報酬上の評価の概要  

1 母体や胎児に合併症等の異常がある場合に行われる治療について   

評価している。  

周産期医療体制の確保  

第1 周産期医療の医療体制について   

周産期医療の医療体制については、中核となる総合周産期母子医療  
センターが45都道府県、75か所、地域周産期母子医療センターが  
39都道府県、236か所整備されており、新生児集中治療室（NICU）  
は約2，300床、母体・胎児集中治療室（MFICU）は約470床とな  
っている。また、分娩施設数は病院、診療所ともに減少している（参  
考資料Pl～6）。   

昨年10月に東京都で産科合併症以外の合併症により妊婦が亡くな  
った事案を踏まえ、周産期医療と救急医療の連携や受入体制を確保す  
る観点から、周産期医療体制整備指針の改定が行われることとされて  
いる。   

今後、整備指針の改定を踏まえ、都道府県において、総合周産期母  
子医療センターの体制強化などを含む新たな周産期医療体制整備計画  

を策定することとされている。・   

第2．現状と課題  

1 この20年間で、出生数は横ばいt減少となっているが、低出生   

体重児をはじめとするハイリスク新生児の割合が増加してい＿る（参   

考資料P3）。   

2 救急搬送患者のうち、周産期傷病者の医療機関の受入状況につい   
ては、医療機関の照会件数4回以上の事案が全体の約5％となって   
いる（参考資料P7，8）。   

3 総合周産期母子医療センターの約8割において、NICUの病床利用   

率がg o％超であり、母体及び新生児搬送受入ができなかった主な   

理由は「NIC〕満床」が9割以上となっ七おり、新たな周産期医療体   

制整備計画において近年のハイリスク新生児の増加を踏まえたNICU   

の整備目標が策定された（参考資料P9～■11）。  

A302 新生児特定集中治療室管理料（1日につき） 8．500点  

A303 総合周産期特定集中治療室管理料（1日につき）   

1母体・胎児集中治療室管理料  7，000点  

2 新生児集中治療室管理料  8，600点  

■州1  

2 妊産婦緊急搬送入院加算、ハイリスク妊娠管理加算について評価   
を行うとともに、ハイリスク分娩管理加算についても前置胎盤や心  

疾患、白血病等の対象疾患の拡大及び評価の引き上げを行った（参   

考資料P16，17）。  

A237  ハイリスク分娩管理加算（1日につき）  

改定前   平成20年改定後   

l．000点   姐息  



届出医療機関数  

平成18年   平成19年   平成20年   

妊産婦緊急搬送入院加算  1．273   

ハイリスク妊娠管理加算  1．722   

ハイリスク分娩管理加算  702   708   623  

（上段：医療機関数／  

下段：病床数）   281，194   267，079   240，549   

第4 論点  

1 増加するハイリスク児に対応するために、更に整備が進められる   

こととされたNIC〕の診療報酬上の評価についてどう考えるか。   

2 産科合併症以外の合併症を有する妊婦の受け入れの診療報酬上の   

評価につし＼てどう考えるか。   

3 NIC〕の退室患者が病状に応じた病床等へ円滑に移行できるよう、   

手厚い看護体制など重症児に対応できる診療体制や在宅療養への支   

援等に対する診療報酬上の評価についてどう考えるか。   

4 周産期母子医療センターと地域の産科医療機関との連携体制や、   

母体・新生児の施設間搬送を行う医師等の活動についての診療報酬   

上の評価についてどう考えるか。   

5 ハイリスク分娩管理加算の要件についてどう考えるか。  

3 超重症児や人工呼吸器を装着した患者が多い施設において、より手厚  

い看護配置を行うものを適切に評価してNICU等からの退室患者の移行を  

進める観点から、超重症児・準超重症児の中でも、状態が特に安定しない乳  

幼児期及び新生児期の患者について、重点的に評価を行った。また、肢体  

不自由児（者）等を対象とする施設において、一定以上の割合で超重症児  

等が入院していることを条件として、障害者等入院基本料に7対1入院基本  

料を新設した。  

A212 超重症児（者）入院診療加算・準趨重症児（者）入院診療加算  

改定前   平成20年改定後   

1超重症児（者）入院診療加算   1超重症児（者）入院診療加算   

300点  イ6歳未満600点   

口6歳以上300点  

2準超重症児（者）入院診療加算  2 準超重症児（者）入院診療加算   

100点   イ6歳未満200点  

ロ6歳以上100点   

A212－2新生児入院医療管理加算  

改定前   平成20年改定後   

750点   旦吐息   

算定件数（平成20年6月審査分）  

超重症児（者）入院診療加算（6歳未満）   466   

超重症児（者）入院診療加算（6歳以上）   6，696   

準超重症児（者）入院診療加算（6歳未満）   143   

準超重症児（者）入院診療加算（6歳以上）   9．461   

新生児入院医療管理加算   616  

（⊃   



分娩施設数の推移  

参考資料  

周産期医療  
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厚生労働省「医療施設調査」  

出生数及び出生時体重2，500g未満の出生割合の推移  

この20年で、出生数は横ばい・減少となっているが、低出生体重児の割合が増加している。  総合周鹿瀬医療  

○リスクの乱、妊娠に対する医療及   
高度な新生児医療  

○ 鞠産軸医環システムの中核として   
地域の周産期医療施設との連携  

◇◇総合周座州  
母子医療センタ  

母体・新生児搬送  分
娩
の
リ
ス
ク
 
 
 

0周産期底績施投を   
退院した障害児等が   
療養・療育できる体   
制の捷供  

○在宅で療養・療育し   
ている児の家族に対   
する支援 

地域局産期医療  

△△地域周産湖  
○周産期に係る比数的高度な医療行  

024時間体制での周産期救急医療   

母子医療センタ  

■■療育センタ  
オープンシステム等による連携  

正 常 分 娩  
○ 正常分娩の対応  

○一妊婦触診を含めた分娩前後の診環  

○他医療機関との道携によるリスクの低い帝王切開術の対応  
00病嬢、◆◆診療所、ロロ助産所  

時間の流れ  厚生労働省「人口動態絨計」   



総合周産期母子医療センター数、  
地域周産期母子医療センター数の推移  

N忙〕病床数別施設数  

総合周産期母子医療センター数の推移  地域局産期母子医療センター数の推移  
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く厚生労働省有用均等・児童家庭馬母子保隠誅調べう  

一－3 4一－6 7′〉910～1213～1516～1819～2122・〉之425・一之728～30 31～  

NICU病床数  

（之005年日本国産期・新生児医学会調査）   

救急搬送における医療機関の受入状況（産科■周産期傷病者）  

新生児集中治療室（NICU）数、  
母体一胎児集中治療室（MFICU）数の推移  

医療機関に受入の照会を行った回数ごとの件数  

■  2・－8  4′－8  6′－10  11【司－   計  4回  6回  】1回  最大  

件数  13．64  1，90  48  21  4  】6． 
農村・周産朋  

I腋病者  

○ 医療機関への照会回数4回以上   
の事案が749件（全体の4．6％）あ   

り、現場滞在時間30分以上の事案   
が1′029件（6．3％）ある。  

現場滞在時間区分ごとの件数  

15分  15分以上  ユ0タ｝以上  増分以上  80分以上  120分  計  aO分  45分  80分    未満  30分禾縞  増分素欄  60分東浦  1加分乗 議  以上   以上  以上  以上   

■1机8  】．02  麓叫・和正槻   件炒  10．29  5．1l  ‖  1l  用        巴  ⊂  
憮病替  

「 ∵ 

耕  

′  平成8年  平成11年  平成14年  平成17年  

厚生労働省「医療施設調査」  



受入医療機関決定までに受入に至らなかった理由とその件数（産科■周産期）  

受入れに至らなかった理由ごとの件数  
集計  

手術中・患 者対応中  ベッド満床  処置困難※  書門外  医師不在  初診（かか リつけ医な t1  理由不明  計   不能 士舶   

重症以上傷病者  牡勤  28．839  25．420  28．226  15．099  5．172   373  25．892  128．821  購  
合   21．0≠  20．0，i  22．3％  11．9I  4．1†i  0．3！i  20．41  1∝消   

l．006   546  1．31†   739   397   97  1．483  5．579  34  
18．0㌔  9．8l  23．5Il  †ユ、2ヽ  丁．用  1．7！i  2ti．6l  1∝〉I   

18．211  3．425  14＿082  23．7Z5  9、5a8  145  17．2q9  86．285  44  
之†．1S  ヰ．0！i  18．3ヽ  27．51  11．1％  0．2†i  柑．9％  1∝班   

救命救急センター等    降級   25．752  21．ヰ45  28．214  2l．ユ39  6．571   284  33．り8  136．843  58  
搬送傷病者                       割合  18．も～  、15．？も  20．も～  15，8≠  4．8≠  ．D．2ヽ  24．2！i  100鴬   

「周産期医療に係る実態調査（平成20年10月実施）」結果にみる現状について  

照会回数11回以上の事案における受入れに至らなかった理由と件数  

月巳  

※「処置困難」とは、医療機関が、傷病者の症状に対処する設備・楽器材がない、手術スタッフが不足   
している、傷病者の症状から手におえないことを理由に受入れできないと回答したものをいう。  

8  

r平成20年中の救急搬送における医療職閣の受入れ状況等実態調査」（ 

10  
（厚生労伽省雇用均等・児童家庭局母子保健詳朋べ）   

母体及び新生児の搬送受入れ  

○ 約8割の総合周産期母子医療センターにおいて、新生児集中治療管理室（NICU）の病   

床利用率が90％超。母体・新生児の搬送受入れが困難である理由として、「NICU満床」  
と回答したセンターは9割を超えている。  

平成6年のNICU必要数は  

約2床／出生1．000（厚生省心身障害研究、分担研究者：多田裕）  

平成17年現在のNICU整備数は  

2，341床（医療施設調査）あるいは2．032床（診療報酬届出数）   

平成19年度厚労科学研究でのNICU必要数は  

約3床／出生1．000（約3．000床、平成6年に比較して約50％増加）  

不足しているNICU病床の総数 700床～1000床  

うち早急に整備すべき病床  200床－500床  

「周産期医療に係る実態調査（平成20年10月実施）」結果にみる現状について  

母体及び新生児搬送受入ができなかった理由について   
（総合周慶期母子医療センター柑年度実相）  

NICU病床利用率について  
（総合周鹿期母子医療センター用年度実棚）  

理 由  NICU  MFICU  診察可能  その他   満床  満床  医師不在   

センター蚊   31   12   30   

割合（％）※    58．5†i  2之．鍋  56．61   

出典）厚生労側科学研究「周産期母子医療センターネットワーク」による  
医療の賞の評価とフォローアップ・介入による改善・向上に関する研究  

◆   

理 由  NICU  診察可能  その他   満床  医師不在  センター鮫  「‾了「  5  1之  割合（％）※  止血  †1．9％  ヱ8．5％   「周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会」  

頒回答センター敷に対する割合  
ぜ
∴
義
 
 

11   

（厚生労伽省雇用均等・児童家虐属母子保健課餌べ）  



産科医院  
・分娩立ち会い、仮死の蘇生、挿管などの処置  

【新生児搬送理由】  

低出生体重、仮死、呼吸障害、  

チアノーゼ、嘔吐など   

【新生児搬送中の処置】  

気管挿管、点滴確保、薬剤  

投与、心臓マッサージ  

保温・清潔操作（このためにも保  

育器は必須）  

光線療法、血糖等の検査 等  

・現状NICU：2341床（医療施設調査）  

・N忙∪必要数：約3000床  

・GCU必要数：N忙∪の約2倍※  
医師、看繕師  
が同乗  

※H20・3・31「周産期医療システム整備指針」における総合周産期母子医療センターの必要病床数より  

H20年  社会医療診療行為別  調査（6月審査分、  レセプト件数）  

・新生児入院診療管理加算：616  

・超重症児（者）入院診療加算（6歳未満）：466  

・準超重症児（者）入院診療加算（6歳未満）：143  
地域周産期母子医療センター  
NICUを有する病院  

総合周産期母子医療センター  

長期入院児＊の年間発生数：  

約220例（約2．2例／出生1万人）  （参考）年間N】CU入院約36′000例  

ー12ケ月以上のNICU入院児を長期入院児とした  

死亡退院：約15％  

自宅退院：約30％  

約55％（約120名）の症例に対し、受入れ施設あるい  
は在宅支援体制を整える必要がある。  

平成20年度厚生科学研究費補助金（子ども家庭総合研究事業）  13  平成20年度厚生科学研究製綿助金（子ども家庭総合研究卒業）  
「中間施設としての小児救急・慢性呼吸循環管理病室の在り方の検討」主任研究者田村正徳   「重症新生児に対する療養・環育環境の拡充に関する総合研究」分担研究者楠田階  



・妊娠22退から32週未満の早産の患者（妊娠28週以降は平成20年度に追加）  
・40歳以上の初産婦である患者  
・分娩前に8Mlが35以上の初産婦である患者  
・ 妊娠高血圧症候群重症の患者  
・ 栄位胎盤早期剥離の患者  
・糖尿病（治療中のものに限る。）の患者   

平成20年鹿改定で追加となった疾患  

双胎間輸血症候群の患者  
心疾患（治療中のものに限る。）の患者  
特発性血小板減少性紫斑病（治療中のものに限る。）の患者  
白血病（治療中のものに限る。）の患者  

・血友病（治療中のものに限る。）の患者  
・出血傾向のある状態（治療中のものに限る。）の患者  
・ 川∨陽性の患者  
・当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行う予定   

のある患者  J巧  

【平成6年10月】  

・「分娩黄」（標準報酬月額の半額（最低保障24万円））と「育児手当金」（2千円）を  

廃止し、定額30万円の「出産育児一時金」を創設。  

【平成18年10月】  

・支給額を30万円から35万円に引上げ。  

【平成21年1月】  

・産科医療補償制度の導入に伴い、3万円を上限とする加算制度を創設。   

【平成21年10月】  

・緊急の少子化対策の一環として、暫定的※に38万円から42万円に引上げ。  

※平成23年3月まで  

・妊娠22過から32週未満の早産  
・妊娠高血圧症候群重症  

・前置胎盤  
・妊娠30週未満の切迫早産  

・心疾患  
・糖尿病  

・甲状腺疾患  

・腎疾患  
・膠原病  

・特発性血小枝減少性紫斑病 
・白血病  
・血友病  

・出血傾向  

・川∨陽性  
・Rh不適合等のいずれかを合併する妊婦  

・当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った又は行う予定のある患者  

19   
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妊婦健康診査について  

根 拠  
母子保健法第13条（抄）  

市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を  
受けることを勧奨しなければならない。  

※受診することが望ましい健診回数（平成8年11月20日付け児発第934号局長通知）   
①妊娠初期より妊娠23週（第6月末）まで  ：4週間に1回   
②妊娠24週（第7月）より妊娠35週（第9月末）まで：2週間に1回   

③妊娠36週（第10月）以降分娩まで  ：1週間に1回  

（※ これに沿って受診した場合、受診回数は14回程度と考えられる）  

健診着用の公登負担の経絵   

①昭和叫年度～ 都道府県が委託した医療機関において、低所得せ帯の妊婦を対象に、  
公費（国〟3、県〟3）による健康診査（妊娠前側及び後期各1回）を開始。  

②昭和49年度～ すべての妊婦について、妊娠前期及び後期各1回、都道府県が委託した医療機関  
において健康診査を実施。（国庫負埴率1／3、県2／3）  

③平成9年度～ 実施主体が都道府県から市町村へ。  
④平成10年度一 妊婦健康診査費用を一般財源化（地方交付税措置）。  
⑤平成19年度～ 地方交付税措置拡充（2回う5【司）。   

※平成20年度第二次補正予算（790億円）及び地方交付税措置において、妊婦の健康管理の充実と纏済  
的負担の軽減を図るため、必要な回数（14回程度）の妊婦健診を受けられるよう公費負担を拡充（5回う14  
固）。   



中医脇 診－1－2  

2 1． 9， 3 0  

農3現行の診療報酬上の評価の鱒蔓  

1 救急医療に対する評価としては、主に入院が必要な救急医療につ   
いて評価している。  

円滑な救急医療体制を構築するための  

救急医療機関への支援  

A205 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算（1日につき）  

1 救急医療管理加算  600点   

2 乳幼児救急医療管理加算二150点  

第1 救急医療体制について   

我が国の救急医療体制は、初期、ニ次、三次の救急医療機関が階層  

的に整備されている。   

都道府県においては、地域医療の確保において重要な課題となる救  
急医療、小児医療、周産期医療等を含む医療連携体制の構築を中心と  
した医療計画が策定されている（参考資料Pl，2）。   

また、消防法の一部改正により都道府県において協議会を設置し、  
地域の搬送■受入ルールを策定することとされた（参考資料P3，4）。   

第2 現状と課題  

1′ わが国における救急搬送件数は、この10年間で約1．5倍の年   
間約500万件まで急速に増加している。この救急搬送件数の増加   
は∴高齢者が多く重症度別では軽症・中等度が多い（参考資料P5，   

6）。   

2 救急患者の受入状況については、重症以上の傷病者の場合で照会   
回数4回以上の事案が約4％となっている（参考資料P7）。   

3 最終的に救命救急センター等で受入に至った事案における医療機   
関に照会するも受入に至らなかった理由としては、手術中・患者対   

応中、ベッド満床、処置困難、専門外が主な理由となっている。ま   
た、照会回数が11回以上に及ぷ事案に？いては、夜間や早朝の時   

間帯に多く発生している（参考資料P8，9）。   

4 二次救急医療機関は、主に入院を要する救急医療を担う医療機関   

で、救急医療機関の中で最も数が多く、救急医療体制の中核を担っ   
てきたものであるが、その体制や活動の状況は様々であり、また、   
その医療機関数は減少傾向にある（参考資料PlO～12）。  

2 平成20年度診療報酬改定において、救命救急入院料について3   
日以内と4一～7日以内に分けて、極早期の入院医療の評価の引き上   

げを行った。  

珊  

3 さらに、患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療   
上の必要から、当該自動車等に同乗して診療を行うことを評価した救   

急搬送診療如の評価の引き上げを行った。  

COO4救急搬送診療料  1，300点  

改定前   平成20年改定後   

650点   遇 

6歳未満の乳幼児に対して行った場合150点加算  

第4 論点  

1急速に増加している救急搬送症例に迅速に対応するために、地域   

の搬送・受入ルールに従って救急搬送を積極的に受け入れる医療機   

関の診療報酬上の評価についてどう考えるか。   

2 救急医療機関の「出口の問題」を解消するため、医療機関の役割   
に応じた患者の紹介等について診療報酬上の評価についてどう考え   

るか。  

2   
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3 救急医療機関の救急搬送の受入実績等に応じた診療報酬上の評価   

についてどう考えるか。  

こJ   



救急医療体制の整備状況の推移  

（各年3月31日時点）  

16年   17年   18年   19年   20年   

三次救急  
（救命救急）   

170   201   208   

入院を要する救急医  
療施設  3．253   3．238   3，214   3，153   

ニ次救急   
3．175  

（入兢を要す  

る救急〉  

（地区数）   （403）   （411）   （411）   （408）   （405）   

休日夜間急患センター  
（施設戯）   

一次救急  

（初期救急）  

（実施地区敬）   
683   654   641   

参考資料  

救急医療  

（l事生労働省医政局儲べ）  

消防法の一部を改正する法律の概要（平成ヱ1年引‖日公布）  

○傷病者の搬送及び受入れを円滑に行うことが、傷病者の救命率の向上や後遺症の軽減等の観点か   

ら、重要な課臥このため、消防法を改正し、都道府県において、医療機軌地域の医師会、消防機関   
等が参画する協繊会を股置し、地域の搬送・受入ルールを策定することとしたところ。  

①
≠
病
者
の
発
生
 
 

′  q亡ヽ  

育丁盲ご  
②
搬
 
 受入れ  
先
医
療
機
関
の
選
定
 
 

③救急搬送  ④救急医療  

＜搬送・受入ルール＞  
①嘩 スト  

②消防機関が傷病者の状況を確認し、①のリストの中か   
ら搬送先医療機関を選定するためのルール  

③消防機関が医僚機瀾に対し傷病者の状況を伝達する   
ためのルール  

④卿合lこおいて   
壬 ◆＝    十†十トシ寸 卜崇  L  ！二！  

都道府県において、医療機関、地域の医師会、  

消敵機関等が参画する協班会を設置し、地域  

の搬送・受入ルールを策定  

地域の搬送・受入ルールの策定  

搬送・受入の調査・分析  

※既存のメディカルコントロール協用会等の活用を想定  

指針の策声等の援助      ヨ ＿＿＿ノ施行期日：公布の日から6月以内の政令で定める日  

二＝－ニ 丁 二∵ユニT ’ 「   ‾■‾ ‾ ‾‾   

消防機阻は、搬送・受入ルールを  医療機朋は、搬送・受入ルールを  
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搬送先医療機関が速やかに決定しない場合に医療機関を確保するためのルールのイメージ  

10年間の救急搬送人員の変化（年齢・重傷度別）  

（万人）  
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軽症   中等症   王症  軽症   中等症   工丘  0  

平成19年中  

鮭虚   中尊慮   暮虚  

平成9年中  成人   高齢者  
全体  小児       （18農夫浦）  （18隷－64綾）  （65歳以上）   

1．2万人   13．8万人   ユ2．8万人  

虚痘         0、7万人減   2，5万人渡   7．0万人職  

ーユ7サー   －1即も   ＋alIも   

10万人   63．3万人   10ア．2万人  

中等症         1．5万人増   5．6万人増  占5．8万人増  
＋17Iも   ＋9％   十108％   

37．8万人   183．8万人   82．1万人  

織症         9，1万人畑  28．2万人増   化7万人  

＋32貼   ＋26％   ＋＝5％   

全体  小児   成人   高齢者   

塵症  1．g万人  16－1万人  24．9万人   

中等症  8．5万人  ら7．7万人  51．4万人   

膵癌 一  28．2万人  105．7万人  33．4万人   

基幹病院による受入れ  

地域の基幹病焼が応急的  

な処置を行い、その後の治  

療は、必要に応じて転院先  

医療触閲で実施  

l ▲▲ヽ  

「救急・政助の現況」（総務省消防庁）のデータを基に分析したもの  

傷病者の搬送及び受入れに係る調査分析の方法について   
救急搬送における医療機瀾の受入状況（重症以上傷病者）  

救急出場件数及び搬送人員の推移  
医療機関に受入の照会を行った回数ごとの件数  

1【司  2・－3  4一－5  6一－10  11匡ト   

回  回  匂  計  4回  6回  1一回  ■大             以上  以上  以上  照会 国政   

件数  344．7丁  49．88  9．59  4，2ユ  90  409．1 
重症以上欄病者  

○ 医療機関への照会回数4回以   
上の事案が14′732件（全体の   

3．6％）あり、現場滞在時間30分以   
上の事案が16′980件（4．1％）ある  

抽り■Ⅶ霊  
‖刃l■セl■帖■11  

現場滞在時間（現場到着から現場出発までの時間）区分ごとの件数  1ull疇I l－1叫  

／ い岬川1叫”“  

▲訣H・l●山 IJ‖リ〟  

l－11l■  

′    t．力IJl】     1一γlt・…  
…サ 山一れl  

■柑〆い…  
甘 

h一・．－ご 

15分  15分以上  氾分以上  1拍以上  80分以上  120分   針  30分  舶分  80分  
素畑  コ心分東浦  購分界欄  llサ■■  120分集鍋  以上  以上  以上  以上   

降級  257．50  】35．1日1  12．54  2．77  1，50  巴  40g．沌  18．朋  ＝ヰ  匹  
血痕以上†よ病者  

ー■－■▲出場炸廿  

■温人■  

崩  
蒜≠ご  

，…  
笛 

旭，－モ． 

○ 首都圏、近畿圏等の大都市部   
において、照会回数の多い事案   
の比率が高い。  ノ■ 

＼＼イ  

′′ヘルt●  

へ ■＼  ＼＞・ r ．〆 く「  都道府県  4回以上  ユ0分以上   宮城県  5．鍋  8．4！i   茨城県  5．1篤  5．鍋   栃木県  5．肌  4．5！i   埼玉県  8．7l  †2．5l   千葉県  6＋ヱ＼  9．川   東京都  9．鵡  9．溝   神桑川県  4．1l  6．鍋   大阪府  8，ヱ＼  4．Tl   兵庫県  6．2篤  5．用   奈良興  12．5！i  古1l   全華平均  3．61  り＼   

■・－・■ul一■‥ごご・・′・－－            11灯10l  仰  
・．1．㌦・霊芝rL：㌦ご  

〟一「．”J力■・叫・・  
．．州よ㌣’し叫，  

．花ごダニ；だ”㈱’  
諾㍗∴ごⅦ  

－■●  

Yニ…  
，暮・．・ご  

a0  1］  1●  り  ■■  ＝  ，  tl  8  

（注）1坤′成1岬以降の救急山鳩件働及び撤退人鋸こついてはヘリコプター出囁分合一会む。  
Z 各l持とl、1月から12月までの数値である．  「救急・救助の現況」（松林省消防庁）  

（平成21年3月 総務省消防庁・厚生労働省）7   



厚生労働省匿数馬細欄朋（平成之1年9月17日）  

最終的に救命救急センター等で受け入れに至った事案について、  

途中の照会で二次救急医療機関と三次医療機関で受入れに至らなかった理由  

○施設よって多数受け入れる病院と、そうでない病院に大きな差（最大11′037最小0）。  

○ 当番時間における年間救急搬送患者数が0の施設もある。  

※都道府県の医療計圃上、二次救急医僚機瀾以上として位置づけられている医療機関（救命救急センター除く）  
※ 病院輪番制参加病院、共同利用型病院、救急告示病院など  

搬送患者数  

三次医療機関における理由  

・手術中・患者対応中  32．6％  
・ベッド満床  25．0％  

・処置困難  11．2％  

ニ次以下医療機関における理由  

t処置困難  23．6％  

・専門外  18．8％  
・手術中・患者対応中14．5％  
・ベッド満床  12．7％  

1 2014016018011001120114011601180120012201240126012BO13001320134Dl  

施設数10  

瓜生労■♯民放局Ⅷ朗唱（中破21書8月17日）  

「平成20年中の救急搬送における医療機関の受入れ状況等実態調査」（平成21年8月 総務省消防庁・厚生労働省） 8  

照会回数11回以上の事案における覚知時間別の分布  

重症以上傷病者  産科・周産期傷病者  

○ 当番日における医師の数が1名であるところが69％。2名以下で8∈）％。  

○複数医師がいる病院は、内科系1名、外科系1名、小児科1名といった状況。  

当番日の当直医師致別施設数割合「； 

㌔ィ♂J♂J㌔＄㌔㌔㌔ ♂  ㌔ィ♂J♂♂㌔＄㌔㌔＄脚  

小児傷病者  救命救急センター等搬送事例  
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道  川  山  島   
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厚生労働省匡政局指導班（平成21年9月17【】）  

二次救急医療機関の状況について③  

外来と入院の割合  

○本来、入院治療を行う医療機関として位置付けられているが、実態としては、外  
来患者の割合が多い。  

○都道府県間でばらつきがある。  

100，i  

80ヽ  

60†も  

40％  

20†●  

0ヽ  

北青岩宮秋山福茨栃群埼千束紳新葛石福山長岐鰐愛三滋京大兵東和鳥島周広山徳香愛高福佐長柄大宮鹿沖 平 海森手城田形島槻木五 
馬菜京奈満山川井梨野阜岡知重賞都阪庫良歌取楯山烏口島川媛知同賞崎本分崎児純 均 道県  

川  山  鳥  



中医協 診－2－1  

21． 9． 3 0  

社会医療診療行為別調査（平成20年5月診療分）と  

医療費の動向（平成20年5月データ）の帝離の原因について  

○社会医療診療行為別調査のデータと医療費の動向（メディアス）のデータを  

医科、歯科、調剤それぞれについて比較を行い、検狂した結果、歯科、調   
剤については、例年と比較して大きな帝政は認めなかった。   

○しかし、医科については、入院外で大きな帝離があり、その原因は診療所   

の入院外にあると考えられた。   

○この診療所の入院外の診療行為について見ると、放射線治療、処置、リハ   

ビリテーション等が前年と比較して大きな伸びを示していた。このうち、処置   

については、項目自体の総点数が大きく、全体に与えた影響が大きいと考   

えられた。   

○その他の診療行為については、項目自体の総点数が小さく、いずれも全体   

には特段の影響を与えていないと考えられた。   

○そこで、医科診療所入院外の処置を診療科別に見たところ、内科において   

大きな伸びを示しており、さらに処置の中でも、人工腎臓が大きな伸びを示   

していた。なお、この傾向は有床診療所■無床診療所のいずれにおいても   

見られた。   

○以上より、今回の社会医療診療行為別調査と医療費の動向の帝離の原因   

は、入院外内科診療所における人工腎臓の伸びにあると考えられた。   

○社会医療診療行為別調査の対象となる医療機関の抽出にあたっては、以   

前より、診療所の中で、内科が他の診療科より多いことを考慮し、内科の抽   

出率を低く設定している。そのため、集計作業において、実際の診療科ごと   

の診療所数の比率に合うようにデータを調整すると、内科診療所として抽   

出された1件のレセプトの影響は、他の診療所と比較して大きく扱われるこ   

ととなる。   

○今臥内科診療所の抽出状況を確認したところ、例年と比較して人工腎臓   

のレセプトが多く抽出されており、それが、上記の内科診療所の抽出率の   

問題を原因として、全体に大きな影響を与える結果となったと考えられた。   
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中医脇 診－3－2  

21．7．15  

社会医療診療行為別調査（平成20年5月診療分）とメディ  

アス（平成20年5月データ）との比較について  
過去4年間における「社会医療診療行為別調査（各年5月診療分）」と  

「メディアス（各年5月データ）」の比較について  

【入眈1日あたり♯び串】  

1件当たり点数  

社会医療（A）  メディアス（B）  （A卜（B）  （Aト（B）／（B）   

医科入院   42，402．3   43，349て  －947．4   －2．2％   

医科入院外   1，376．7   1，258．3   118．4   9．4％  

1日当たり点数  

社会医療（A）  メディアス（B）  （A卜（B）  （A）－（B）／（B）   

医科入院   2，537．0   2，603．2   －66．2   －2．5％   

医科入院外   759．9   702．3   57．6   8．2％  
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2．0％  3．9％  

4・3％  

2・3％  2．2％  
0．0％  

－2．0％  平成18年  平成19年  平成20年  

－4．0％   

1件当たり伸び率（％）  

社会医療（A）※  メディアス（B）※  （A卜（B）   

医科入院   6．9   2、9   4．0   

医科入院外   12．2  △  1．1   13．2  

1日当たり伸び率（％）  

社会医療（A）※  メディアス（B）※  （A卜（B）   

医科入院   2．4   2．2   0．2   

医科入院外   11．7   1．4   10．3  

【入院外1日あたり伸び串】  

※ 対前年同月比   

○平成20年データにおいて、社会医療とメディアスを比  
較したところ、大きな帯離が生じている。  

○特に入院外について帝離が大きくなっており、1件あた  
り伸び率で13．2％、1日あたり伸び率で10．3％の差が見  
られる。  

○原因のひとつとして、人工腎臓（透析）を実施している  
内科診療所が例年に比べて多く抽出されたことが考えられ  
ている。  
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医科診療所入院外1日当たり伸び率（診療行為大分類別）  
入院外1日当たり伸び率  

【■陵1日当たり】  
【診療行為大分類別伸び串】  
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医科診療所入院外1日当たり点数推移（診療行為大分類別）  

【診療行為大分類別点数】   



診療所診療科別人院外1日当たり処置伸び率  

【診療科別伸び串】  
入院外内科診療所1日当たり点数伸び率  

【人工腎臓一人エー♯以外の処置朔・伸び串】  

入院外内科診療所1日当たり点数推移  

【人工腎臓一人エー膿以外の処t※■点数推移】  診療所診療科別人院外処置点数推移  

【診療科別点数】  

※人工腎臓閑適の点数には「人工腎臓」イ時間外加算等」イダイアライザ一等」の3種類があり、本  

グラフにおいては「人工腎臓」に人工腎臓が時間外加算等」を含む。また「ダイアライザ一等」を含む  

特定保険医療材料は「人工腎織」・「人工腎臓以外の処置」のいずれからも除外している。   



平成20年社会医ホ鯵改行為別椚査（6月審査分）の抽出串  

診 療 報 酬 明 細 書  

【政府t攣健鷹保険・組合曽攣儀■保険】  

入院外内科診療所1日当たり人工腎臓点数伸び率  

【有床如床別・伸び串】  

入院外内科診療所1日当たり人工腎臓点数推移  

【肴床九床別・点数推移】  

ヨ  



平成20年社会医療鯵兼行為別椚査（6月審査分）の抽出串  

診 療 報 酬 明 細 書  

【四民健■保険・後期高♯書医療】  

第一次抽出牒   第 二 次 抽 出 率  
（医療機関）  （幹療報酬明細書）  

施設の種類  
機矧朋目  国保・  

後期高齢者医療  
属艮t■保験  t期書♯書匿■  

番号ホ号  共通  入 焼  入院外  入 院  入院外   

■  娩  

01  精 神 科 病 院   1／3  1／100  1／20  1／30  1／5  
03  特 定 陳 龍 ブ11i院   1／1  1／80  1／200  1／25  1／150  
04  D P C 対 象  髄  1／3  1／40  1／300  1／60  1／100  
05  地域医療支招  院  1／1  1／20  1／60  1／20  1／40  
06  ，〟花柄床をrl▲す  i院  1／12  1／4  1／30  1／20  1／20  

08  一  般  病  院   1／9  1／16  1／60  1／30  1／50  
甚  

01  内  科   1／5  1／1  1／20  1／1  1／40  
02  1】一J伸・朴 粍 科   1／1  1／1  1／20  1／1  1／7  
03  小   児    科   1／1  1／1  1／60  1／1  1／20  
04  外  科   1／3  1／1  1／30  1／2  1／20  
05  肺  形  外  科   1／2  1／2  1／50  1／2  1／20  
06  皮   僻   科   1／1  1／1  1／9  1／1  1／4  
07  泌  尿  辞  杓   1／1  1／1  1／20  1／1  1／20  
08  i！佗  姉  人  科   1／5  1／2  1／100  1／1  1／5  
09  服  I斗   1／1  1／1  1／150  1／5  1／200  
10  汀 希い んこう 科   1／1  1／1  1／90  1／1  1／40  
皿  そ    の    他   1／1  1／1  1／30  1／1  1／20  

10    ■虔鯵膚席  

01  内  科   1／100  1／30  1／5  
科  1／60  1／4  

03  小   〃己    科   1／6  1／60  1／5  
04  外  科   1／12  1／10  1／6  
05  膿  形  外  科   1／16  1／60  1／25  
06  皮   膚    科   1／6  1／60  1／9  
07  泌  尿  意染  付   1／1  1／50  1／40  
08  産  州  人  科   1／2  1／40  1／10  
Og  llH  科   1／10  1／60  1／25  
10  耳 希 い ん こ う 科   1／20  1／60  1／3  
皿  そ    の    他   1／1  1／30  1／30   

」■；■・‘こ一1  

01  精 神 科 病 院   1／3  1／10  1／1  
書  聴 定 機 他  院  1／1  1／1  l／30  1／1  1／5  

04  D PC 対 義  院  1／3  1／1  1／30  1／1  1／5  
05  地域医療支援ブl  1＝浣  1／1  1／1  1／30，  1／1  1／5  

06  療養病床を有する病院   1／12  1／1  1／30  1／1  L／5  
科  一   般  病  院   1／9  1／1  1／30  1／1  1／5  

皿    歯科単科購院  1／1  1／1  1ノ 30  1／1  1／5  
「2    歯科診療所  1／100  1／10  1／10   

〔¢   
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平成20年社会医療診療行為別調査における人工腎臓算定医療機関の  

抽出状況の影響を除外するための特別集計の方法について  

ト特別集計を行う理由  

社会医療診療行為別調査と医療費の動向（メディアス）の帝離の臆因が、平成20年社会医  

療診療行為別調査において人工腎臓を算定しているレセプトが過剰に抽出されたためと考え  

られたため、この影響を除外して特別集計を行った。  

Ⅱ．特別集計の具体的内容  

1．除外対象   

社会医療診療行為別調査の内容を検討したところ、特に内科診療所入院外において人工   

腎臓点数が例年より大きくなっていることが今回の帝離の原因と考えられることから、有床・  

無床別に入院外内科診療所で人工腎臓を算定しているものを一定程度除外することで調整  

を行うこととした。  

2．除外単位   

入院外内科診療所において過剰に抽出された人工腎臓を算定しているレセプトを除外する  

方法として、レセプト単位、医療機関単位で除外する方法が考えられたが、レセプト単位での  

除外は作業量が多く実現困難であったことから、有床・無床別に医療機関単位で（透析を含  

まないレセプトも含め）除外することとした。  

3．除外の目安  

近年、透析患者は一貴して増加していることから、この伸びを考慮する必要があると考えら  

れた。そこで、平成16年から平成19年の「人工腎臓算定レセプト件数／総レセプト件数」平  

均値を求め、そこから平成20年の推計を行い、医療機関を除外する隙の目安とした。この  

方法を選択した理由は、平成16年から平成19年の「人工腎臓算定レセプト件数／総レセプト  

件数」を経年で比較したところ、最も安定的であり、平成20年の予測値を推計するのに最も  

妥当だと考えられたためである。  

4．除外の手法   

以上より、平成20年社会医療診療行為別調査の入院外内科診療所において、有床・無床  

別に、人工腎臓算定のあった医療機関を、「人工腎臓算定件数／総レセプト件数」が平成16  

年から平成19までの4年間の平均と近似するまでランダムに除外することとした。  

Ⅲ．緒果  

上記の方法により特別集計を行ったところ、医科入院外でメディアスとの差は著しく縮小し  

た。  

※集計後の社会医療医科入院外：1件当たり伸び率2．2％、1日当たり伸び率3．7％   

（メディアネ医科入院外：1件当たり伸び率△1．1％、1日当たり伸び率1．4％）   

集計後の社会医療医科診療所入院外：1件当たり伸び率△0．6％、1日当たり伸び率0．7％  

くメディアス医科診療所入院外：1件当たり伸び率△1．7％、1日当たり伸び率1．1％）   

呈  
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平成20年社会医療診療行為別調査  

内科診療所において人工腎臓を主に行う医療機関  

の影響を除外するために行った集計   

医科入院外内科診療所「人工腎臓算定件数／総件数」（有床・無床別）   

【件数／総件数】′  

‾＋‾ ＋▼‾■‾▲＋  「  
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0．391％  声伽Hl岬卿il  

平か4年   平成15年   平射叫   粕17年   平成18年   中級1叩   平成20年  

平成20年社会医療診療行為別調査の入院外内科診療所において、有床・無床   

別に、「人工腎臓算定件数／総レセプト件数」が平成16年から平成19までの4年間   

の平均と近似するまで、人工腎臓算定のあった医療機関の全レセプトを医療機関   

単位でランダムに除外する。   



過去の人工腎臓算定件数割合を勘案し、人工腎臓を算定している内科診療所からランダム  
に除外した場合  

社会医療診療行為別調査（5月診療分）と最近の医療費の動向（5月データ）の比較  

医科入院外1件当たり伸び率  

【医科入院外】  （各年6月零査分）   

1件当たり点数  1日当たり点数  

診療 行 為          平成20年  対前年  平成20年  対前年  
（2008）   

総数   12548  1227．5  27．3   2．2  705．9  680．4  2551  37   

初・再診   213．4  229．0  △ 15．6  △  8．8  120．0  126．g  △  6，9  △  5．4   

医学管理等   113．4  119．3  △  5．9  △  4．9  63．8  68．†  △  2．3  △  3．5   

在宅医療   83．5  5も．5   5．0   8．6  35．7  32．ヰ   3．3  10．2   

検査   柑9．3  柑7．8   1．5   0．7  112．1  109．6   2．5   2．2   

画像診断   91．ヰ  8ヰ．－   6．7   7．9  51．4  47．0   4．4   9．5   

投薬   261．3  256．4   4．9   1．g  147．0  142．1   4．9   3．4   

注射   69．7  66．7   3．0   4．8  39．2  37．0   2．3   8．1   

リハビリテーション   1Z．2   8，5   3．7  43．3   6．8   ヰ．†   Z．1  45．5   

精神科書門療法   30．6  23．8   7．0  29．7  17．2  13．1   4．1  31．6   

処置   151．8  ＝息1   3．5   2．d   85．3  82．1   3．2l   1ql   
手術   28．8  26．1   2．7  10．3  16．2  14、5   1．7  11．9   

7．1   5．7   1．ヰ  25．6   4．0   3．1   0．9  27．4   

放射線治療  4．1  3．1   1．l  35．4   2．3  1．7   0．8  37．4   

病理診断  8．1  4．5  

（1件当たり日数）   （1．78）  （1．80）  

【集計後】  

ー◆一社会医療（A）  

－メ事fア→仙   ′ ′ヽl■■／  

■・  
・ 

● 
・・ ：  

平成17年  

●・・・・  

平成「とi牢  乎成19年  平成20年  
－1．1％  

ー1   

社会医療診療行為別調査医科入院外  

【医科入院外】  （各年6月審査分）   

1件当たり点数  1日当たり点数  

診 療 行 為          平成20年  対前年  平成20年  対前年  
（2008）   

総数   1376．7  12之7．5  14g．2  lZ．2  759．9  680．4  79．5   】】．／   

初・再診   215．5  229．0  △ 1く〉．5  △  5．9  11g．0  128．g  △  8．0  △  8．8   

医学t理等   1Zl．9  119．3   2．8   2．2  87．3  68．1  1．1  1．7   

在宅医療   85．3  58．5   8．8  ．1l．7  38．1  3乞4  3．8  11．2   

検査   198．9  197．8   1．1   0．5  109．8  10g．8   0．1   0．1   

画像診断   90．8  84．†   6．1   了．2  50．1  47．0   3．2   8．8   

投薬   283こ9  258．4   7．5   2．9  145，7  142．1   3．8   2．5   

注射   72．3  86．7   5．7   8．5  39．9  37．0   8．0   8．0   

リハビリテーション   12．1   8．5   3、8  4Z．2   6．了   4．7   2．0  41．6   

精神科専門療法   30．3  23．6   6．7  28．2  18．7  13．1   3．6  27．7   

処置   258．6  148．1  108．5   73．3  141．6  82．1  59．5  72．5   

手術   29．5  28．l   3．4  13．1   16．3  14．5   1．8  1乙8   

麻酔   7．1   5．7   1．5  26．1   3．g   3，1   0．8  25．6   

放射線治療  4．1  3．T   †．0  83．8   2．3  †．7   0．¢  33．3   

病理診断  8．0  4．4  

（1件当たり日数）   （1．8り  （1．80）  

【集計前】  
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過去の人工腎施算定件数割合を勘案し、人工腎瞳を算定している内科診療所をランダムに除  
外した場合  

【医科診療所入院外】  （各年6月審査分）   

1件当たり点数  1E】当たり点数  

診 療 行 為          平成20年  対前年  平成20年 平成19年 
（2008）   

総数   1105．4  1111．6   △ 6．al△ 0色   591．8  587．5   
初・再診   238．3  253，4  △15．1  △  5．9  127．6  133．9  △ 6．3  △ 4．7   

医学管理等   136．1  140．3 △  4．3   △  3．0  72．8  74．2  △ 1．3  △ 1．8   
在宅医療   39．3  43．3 △  4．1   △  9．4  21．0  2之、9  △ 1、g  △  8，2  
検査   147．8  154．4  △  6．8  △  4．3  79．1  81．6  △  2．5  △  3．0   

画健診断   35．1  33．g   1．2   3．6  柑81 1了．9   0．9  4．9   

投薬   246．4  244．2   2．2   0．9  131．9⊆ 129．1 2．9  2．2   

注射   40．ナ  ヰ3．1  △  2．3  △  5．4  21．8  22．8  △  0．9  △  4．2   
リハビリテーション   9．4   5．8   3．5  60．4   5．0   3．1   1．9  62．5   

精神科専門療法   24．1   18．9   5．1  27．2   12．g  10．0   2．9  28．8   

処置   150．4  1ヰ3．g   6．5   4．5  80．5  了6，0  4．5  5．9   
手術   25．5  23．0   2．5  10．9  13．6  12．1   1．5   12．4   

麻酔   7．6   6．2   1．4  22．5   4・り  3・3  0．8  24．1   

放射線治療  0．1  1．1  △ 1．0  △ 90．8   0■6   △  0．5  △90．7  
病理診断  4．3  2：三＼  

（1件当たり日勤）  （1．87）  （1．89） 

医科入院外1日当たり伸び率  

【集計後】  

■さ■   一■－一 会医膚顆「叫－  

メディアス（B）  

つつ叱  ヱ％＿  
∠ノ日払  

－0．3％   ーー棚 一               日朝        L4％「   平成17年     8年   平成19年   平成20年  
－1．9％  

注イ総数」には「入院料等（短期滞在手術基本料1）」を含む。  

社会医療診療行為別調査 医科診療所入院外  

【医科診療所入院外】  （各年6月審査分〉   

1件当たり点数  ＝ヨ当たり点数  

診 療 行 為          平成20年  対前年  平成20年  
（2008）   

総数   吸  t  672，71 58了．5   8521 1ヰ5％l   1289．6  1111．8  178．Ol  16〔  
初・再診   241．1  253．4  △12．3  △ 4．9％  125．8  133．9  △  8．2  △ 6．1％   

医学管理等   148．3  140．3   了．9  5．7％  77．4  74．2   3．2  4．3％   

在宅医療   42．4  43．3  △ 1．0  △ 2．2％  22．1  22．9  △  0．8  △ 3．5％   
検査   148．1  154．4  △  6．3  △ 4．1％  77．3  81．6  △  4．3  △ 5．3！ふ   

画像診断   35．4  33．9   1．4  4．2％  18．4  17．9   l        ●   

投薬   250．5  244．2  6．4  2．6％  130．7  129．1   1．6  1．3％   

注射   45、1   43．1   2．1  4．8％  23．5    22．8   0．8  3．4％   
リハビリテーション   9．3   5．8  3．4  58．7％   4．8   3．1   1．7  56．6％   

精神科専門療法   23．6   18．9  ヰ．7   24．9％  12．3  10．0   2．3  23．3％   

処置   306．9  143．9  163．0   113．3％  180．1  76．0  84．0  110、5％   

手術   28．8  23．0  3．8  15．g％  13．9  12．1   1．7  14．4％   

麻酔   7．8   8．2   1．4  之3★1＼   4．0  3．a   0．7   21．5，も   

放射線治療  0．1  ＝  △ †．0  △gl．0，i   0．1  0．8  △ 0．5  △1汁1l   

病理診断  4．3  2．2  

（1件当たり日勤）  

【集計前】  

注：「総数」には「入院料等（短期滞在手術基本料1）」を含む。  

彪の原痩身の彪府（ソデンアろノ朋データノ  
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医科診療所入院外1件当たり伸び率  医科診療所入院外1日当たり伸び率  

【集計後】  【集計後】  
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